
 ※１ 「具体的取組の進捗状況」 →  ①：達成又は年度内に達成見込み     ②：達成できない可能性がある    ③：達成の見込みなし 

 
※２   「戦略の進捗状況」  →  Ａ：当初の想定以上の成果が見込める   Ｂ：当初想定したとおりの成果が見込める   Ｃ：当初想定した成果が見込めない可能性がある   Ｄ：当初想定した成果は見込めない 

 

※３   「課題への対応」  →  ア：21年度区取組み方針の改定   イ：21年度区取組み方針は改定せず、実施方法等を改善   ウ：22年度区取組み方針に反映     

 
平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

現状認識 主な経営課題 戦略及び達成目標 21 年度具体的取組・業績目標 これまでに行った具体的取組 

具体的

取組の

進捗状

況 

戦略の 

進捗状況
課         題 

課題への

対応 

経営課題１の背景となる現状 

 

・区役所は、市民の身近な窓

口として、便利で快適なサ

ービスを提供し、気持ちよ

く感じていただけることが

必要である。 

 

・まちづくり機能や窓口サー

ビスの充実、効率的・効果

的な業務運営が求められ

ている。 

 

・窓口業務（一部の業務）に

ついては、毎月第 4 日曜日

に取扱うとともに、毎週金

曜日の時間延長（午後7時

まで、一部の業務）などを

実施しているが、利用者は

まだ多くない。 

 
・受付窓口が業務担当単位

になっており、 

関連した手続きに複数の

窓口を回ることが必要で、

時間がかかるケースがあ

る。 

 
 
 
 

経営課題１ 

【市民ニーズに対応した満足

度の高いサービスの提供】 

 

・ワンストップ化など、わかり

やすく、利用しやすい窓口

の整備により、区役所の好

感度アップをめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

戦略１－１ 

【利便性の高い区役所の実現】 

・窓口サービスの充実を図るため、住

民情報担当、保険年金担当の統合

や保健福祉センターの組織整備な

ど、区役所機構の見直しにより、窓

口をわかりやすくするとともに、効

率的な区政運営を行う。 

  

・休日開庁や金曜日の時間延長に関

し、取り扱い業務の範囲などの拡充

を検討し、より利便性の高い区役所

づくりに取り組む。 

 

・住民異動や戸籍などの届出窓口と

住民票等の証明書発行窓口を分

け、わかりやすく、迅速な対応に努

める（21 年度実施に向け検討）。 

 

（達成目標） 

・窓口のワンストップ化による分りや

すい窓口の整備。 

 

・窓口の「たらいまわし感」の解消。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組１－１－① 

【区役所機構の再編によるわかりやす

く、効率的な窓口整備】 

・住民情報担当と保険年金担当を統合

し、窓口サービス担当を設置。 

・保健福祉センターの組織体制を福祉・

保健・生活支援の３担当に再編。 

（業績目標） 

・新設の窓口サービス担当では、住民
異動に伴う際の処理など利便性を向上
させ、保健福祉センターは 3 担当への再
編により、利用者にわかりやすい窓口を
整備（4 月）。 

 

・住民情報担当と保健年金担当を統合し、窓口

サービス担当を設置（２１年４月） 

・支援運営担当と地域保健福祉担当を統合・再

編し、福祉担当、保健担当、生活支援担当の３

担当を設置することにより、従来の２担当にまた

がっていたサービスの提供が整備され、区民の

利便性が向上した。（２１年４月） 

・住民異動などの届出申請窓口と住民票などの

証明発行窓口を別に配置した。（２１年８月） 

・庁内案内標示板の一部を修正・整備（２１年４

月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・窓口の「たらいまわし感」の解消については、各担当職員の連携により

一定成果をあげつつあるが、各担当間にまたがるサービスの提供のワ

ンストップ化については、さらに組織的な検討をしていく必要がある。 
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平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

取組１－１－② 

【休日開庁及び金曜日時間延長時に取

扱っている窓口業務の拡充を検討】 

・毎月第 4 日曜日に取扱っている転入・

転出届、印鑑登録、住民票の写し、戸

籍、住民異動に伴う国民健康保険・

後期高齢者医療制度にかかる手続き

等のほか、取扱い業務の拡充を検

討。 

・毎週金曜日、上記に加え、取り扱って

いる住民異動に伴う介護保険・児童

手当、老人医療費助成など福祉・医

療制度の各種申請・届出などのほ

か、取扱い業務の拡充を検討。 

 

（業績目標） 
・検討委員会を設置し検討。 

・区窓口業務検討プロジェクトチームや住民情

報窓口担当等で検討。（２１年６月～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現行の取り扱い業務と拡充すべき取り扱い業務について、区民の要

望・意見等の聴取をしたうえで、必要な業務を精査し拡充・見直しをする

必要がある。 
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取組１－１－③ 

・住民票の写し・印鑑登録証明書等の

証明書発行窓口に税証明発行窓口をま

とめる。 

 

（業績目標） 
・届出受付業務の集約化及び証明書発
行窓口の一元化によるわかりやすい窓
口整備。 
 
 
 

 

住民票などの証明書発行窓口と税証明窓口の

一本化を実施（２１年８月） 

 

 

 

① 

 

Ｂ 
 

税証明窓口を証明書発行窓口に一元化したことを、引き続き区民に対し

周知し、案内標示もよりわかりやすくする。 

 

 

イ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組１－１－④ 

・戸籍事務の処理時間を短縮するため、

電算化に向けた準備を行う。 

（業績目標） 
・ 22 年3 月の稼動に向け、端末機器

の設置による円滑なシステム運用
テストの実施。 

 

・システム運用テストの実施（２１年３月） 

・戸籍簿の事前点検及びマイクロ撮影（～２１年

６月） 

・戸籍の疑義照会、事後報告処理及びデータ移

行（２１年８月～） 

 

① 

 

 

Ｂ 

 

 

２２年７月のシステムの本稼動に向け、スケジュールに従いデータの点

検・移行作業を実施していく。 

 

 

ウ 
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平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
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③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

取組１－２－① 

・全職員に接遇研修を実施し、より親切

で丁寧な対応ができるようにする。 

（業績目標） 

・接遇研修を実施（１０月頃） 

 
 

 

全職員対象の接遇研修を実施予定（２１年１０

月） 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

事前のモニタリングにより、各担当の具体的に改善すべき点を把握した

うえで、研修を実施することが必要である。また、接遇研修の結果を十分

検証することにより、研修内容の充実化を図っていく。 

 

 

 

 

 

イ 

 

 

 

 

 

 

 

 
・市民満足度の向上のため、
接遇研修のほか改善目標を
設定し、職員への周知と自主
的な実践を進めている。 
 
・区役所が明るく親切になっ
てきたとの声をいただ く一
方、説明が不十分、待ち時間
が長いとの意見もある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・さわやか あいさつ忘れず
に親切丁寧で、迅速的確な
窓口対応など、利用者の目
線に立ったサービスを提供す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略１－２ 
【親切で丁寧な窓口対応】 
・毎年度、職員の接遇研修を実施し、
親切で丁寧な窓口対応を行う。 
・プロジェクトチームによる窓口業務
改善の検討、元気アップサポーター
（職場改善担当者）による毎月の重
点取組みの推進により、区役所の好
感度アップをめざす。 
 
（達成目標） 
・すべての来庁者が気持ちよく用件を
済ませ、満足して帰っていただける区
役所をめざす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組１－２－② 

【職場改善や元気アップ運動の推進】 

・若手職員をまじえたプロジェクトチーム

による提案をもとに、職場・業務改善の

実施。 

・各担当で元気アップサポーターを選任

し、職場の意見を集約して全庁的な重

点行動目標を設定し、取り組みを進め

る。 

（業績目標） 

・区民へのアンケートを実施（６月から）

し、職場改善の取り組みに反映。 
 

 

・各担当から選任されたメンバーで構成する元

気アッププロジェクトチームを設置し、プロジェク

トチーム会議を開催した。（２１年６月） 

・重点行動目標を設定し、メンバーを中心として

各担当で取り組みをおこなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

元気アッププロジェクトチームで検討された重点行動目標の取り組みを

拡充していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 
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取組２－１－① 
【区民や職員の参加による広報紙づく
り】 
・区民からの情報提供により、きめ細か
いまちかど情報の掲載を増やす。 
・幅広い職員の参画で編集委員会を活
性化させ、地域への取材などによる魅
力ある紙面づくりを推進する。 
（業績目標） 
・広報紙に区民の寄稿・参画（毎月２件
以上）、広報紙の編集会議に各担当１
名の参画（毎月）。 
・広報紙に対する読者満足度１００％を
めざす（アンケートの実施）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・広報紙に、区民がつづるリレーエッセイを掲載

（２１年４月～） 

・従来の編集会議等を統合・改編し、各担当から

構成される広聴広報委員会幹事会議を設置し、

毎月広報紙の内容等の検討をおこなっている。

（２１年６月～） 

・区内小学生が取材する「こどもしんぶん」の企

画を検討（２２年３月予定） 

・広報紙を含めた広報に対する区民アンケート

を、区民モニター事業で実施を検討（２２年１月

予定） 

・区民に対してリアルタイムに情報提供できる携

帯メルマガの実施を検討（２２年１月予定） 

 

① 

 

Ｂ 

 

区民が期待する情報をタイムリーかつ的確に提供していけるよう、引き

続き、区民からの意見や要望を聞きながら、より洗練された広報紙の制

作に努める必要がある。 

 

 

ウ 

 
経営課題２の背景となる現状 
・市政に対する区民の意見を
的確に把握し、施策に反映
するとともに、地域課題を解
決するための取り組みを区
民と協働で進めるうえで、情
報がわかりやすく確実に伝わ
ることが必要である。 
 
・区の行事や取り組み、市
政・区政情報を効果的に周
知する必要がある。 
 
・区民からの情報提供や編
集への参加、職員の取材に
よる地域に密着した記事の
掲載などにより、区民に身近
で親しめる広報にすることが
必要である。 
 
・２１年３月から携帯サイトに
より区政情報を発信してい
る。 
 
・広報紙発行部数 29,500 部 

区内公共施設等への配置 
  ４８か所（ＪＲ西九条駅、区

民ホール、北市民病院ほ
か） 

 
 
 
 
 

 
経営課題２ 
【情報の受発信拠点としての
機能の充実】 
・市政・区政や地域情報の積
極的な発信など広報紙の充
実に努め、サービス向上と市
政への信頼を確保する。 
 
・ホームページの即時性をい
かし、タイムリーな情報発信
に努める。 
 
・地域の取り組み等を区民の
生の声で伝えるなど、区民参
画の広報活動を推進する。 
 
 
 
 
 
 

 
戦略２－１ 
【わかりやすくタイムリーな情報発信】 
・わかりやすい広報紙の編集に努
め、市政・区政の情報を的確に発信
するとともに、区民や幅広い職員の
参画によるきめ細かい情報提供を行
い、魅力アップを図る。 
 
・ホームページについて、各担当から
直接入力できるシステムへの変更に
伴い、即時性をいかしたタイムリーな
情報提供を進める。 
 
・地下鉄駅構内へ区役所の掲示板を
設置するとともに、広報紙を区内の公
共施設、駅などへ配置し、市政・区政
に関する情報の積極的な発信を行
う。 
（達成目標） 
きめ細かい行政情報を職員各層の参
画により、広報紙では「詳しくわかり
やすく」、ホームページでは「すばやく
見やすく」伝えるとともに、幅広い区
民の参画により、地域の声やまちの
息吹を盛り込むなど、協働参画型の
広報の推進。 
 
 
 
 
 

 
取組２－１－② 
【ホームページ゛を活用したリアルタイム
の情報提供】 
・地域への取材による多彩な情報や区
の各担当からの情報を随時掲載し、最
新情報を提供。 
（業績目標） 
・地域行事レポートの掲載を５０回に増
やす（２０年度 ４２回） 
・情報広場の利用を１５回に増やす（２０
年度 ７回） 
 
 
 
 
 

 

・打ち水大作戦など地域に出向き取材すること

や、区民の関心が高い新型インフルエンザ情報

を最新情報を発信した。 

・緊急情報、トピックスで必要不可欠な情報の発

信や、新着情報枠を５枠から１０枠にして、新し

い情報を検索しやすくした。 

 

① 

 

Ｂ 

 

・広報紙では紙面の都合上難しい地域の行事やまちづくり活動などの情

報を、ホームページで画像も多く使用しながら、きめ細かい情報の発信を

していく必要がある。 

・広報紙記事の詳細をホームページで掲載するなど、ホームページと広

報紙が連携した記事づくりが必要である。 

 
ウ 
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取組２－１－③ 

・地下鉄駅構内に区役所の掲示板を設

置し、区政情報を積極的に発信する。

（業績目標） 
・最寄りの地下鉄 1 駅に設置。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・地下鉄弁天町駅に区役所掲示板を設置（２１

年８月） 

・毎月３回以上定期的に、広報紙・ポスター等の

補充・更新。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・区外居住者に対して、継続的に此花区の情報を発信していくことによ

り、此花区の理解とイベント等への参加を促していく必要がある。 
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・ホームページのアクセス件
数 
19 年度：79,547 件 

（月平均：6,629 件） 
20 年度：60,088 件 

 （月平均：6,676 件、12 月ま
で） 

 
・意見箱の設置と投稿件数 
19 年度：６か所 33 件 
20年度：９か所 36件（12月
まで） 

 
・出前講座の実施回数 
 19 年度：17 回 739 名 
20 年度：16 回 635 名（12
月まで） 

 

 戦略２－２ 

【区民の声の区政への反映】 

・出前講座や職員の地域担当制を活

用し、地域と職員の交流によるきめ

細かな情報の発信とともに、積極的

な広聴活動により、広く区民の声や

意見の把握に努める。 

 

・電子メールを活用した区政モニター

の実施により、区の事業や窓口対

応に対する満足度、地域の課題等

のアンケートを行い、区政に反映す

る。 

 

・地域との交流による的確なニーズ

の把握と市民の声等で寄せられ 

た情報の分析により、区政改革 

やまちづくりなどの施策に反映す

る。 

 

 

 

（達成目標） 

・区民の声をいかした区政運営に向

け、幅広い区民との交流や意見

箱、モニターなど、さまざまなチャ

ンネルを通じて多様な意見・提言

を吸収する広聴の推進。 

取組２－２－① 

・口コミも含め積極的な PR により、出前

講座の利用促進を図り、区行政の情

報発信や地域ニーズの把握に努め

る。     

（業績目標） 
・出前講座の利用件数を 20 回に増やす
（20 年度 16 回）。 
 
 
 

・ホームページにおいて新たな内容の出前講座

を掲載（２１年４月） 

・各種団体等の会議・行事等で出前講座利用に

ついてのＰＲ（２１年４月～） 

・出前講座利用件数 １０件（２１年９月末） 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区民や地域ニーズをふまえた出前講座内容の充実・拡充を図る。 
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取組２－２－② 

・職員が地域の行事やボランティア活動

へ積極的に参加し、地域課題や要

望、意見の積極的な把握に努める。 

 

（業績目標） 

・地域活動への参加(毎月)、各種行事

への参加。 
・参加する職員の増をめざす。 
 
 
 

 

・毎月１回の区民一斉清掃や地域の行事等に、

地域担当制の課長級や一部係長・係員がボラン

ティアとして参加し、地域の課題や要望の把握

等に努めた。（２１年４月～） 

・地域でおこなうたばこポイ捨て一掃・路上喫煙

防止キャンペーンへ参加予定（２１年１２月～） 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域課題や要望等を把握することにより、情報の受発信や施策への反

映が可能となるので、継続的な地域活動への参加が不可欠である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ※１ 「具体的取組の進捗状況」 →  ①：達成又は年度内に達成見込み     ②：達成できない可能性がある    ③：達成の見込みなし 

 
※２   「戦略の進捗状況」  →  Ａ：当初の想定以上の成果が見込める   Ｂ：当初想定したとおりの成果が見込める   Ｃ：当初想定した成果が見込めない可能性がある   Ｄ：当初想定した成果は見込めない 

 

※３   「課題への対応」  →  ア：21年度区取組み方針の改定   イ：21年度区取組み方針は改定せず、実施方法等を改善   ウ：22年度区取組み方針に反映     

 
平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

 
取組２－２－③ 

・区民と区長の懇談会を開催し、意見交

換を行う。 

（業績目標） 
・日常的に交流の少ない区民との懇談
や意見交換の実施（12 月頃）。 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

取組２－２－④ 

・電子メールを活用した区政モニターの

実施による地域課題や区民のニーズの

把握。 

 

（業績目標） 
・区の事業や窓口対応の満足度、地域
課題等のアンケートを行い、まちづくり
事業や区政運営に反映（200 名募集、年
6 回程度実施）。 

 

・地域振興会や地域女性団体協議会、区ＰＴＡ

協議会などの会合等で区長と地域住民が懇談

を実施（２１年７月～） 

・最近此花区の住民となった人や、区民モニター

になっている人を対象に、区長との懇談会の実

施を検討（２２年３月予定） 

 

 

 

区役所窓口のサービス等について、区民モニタ

ーを実施した。モニター登録者１４５名（２１年７

月） 

・２回目については、広聴広報について実施予

定（２２年１月予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区長との懇談する対象者の選定方法を検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は事業に関する評価や周知度などの検証や、同一内容を一定期間

ごとに調査していくことが必要である。 
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経営課題３の背景となる現状 

 

・本市は厳しい財政状況にあ

り、限られた財源をもとに、

効率的で効果的な行政運

営に努めるとともに、歳入

を確保する必要が高まっ

ている。 

・財政状況に対応じた経費の

節減が求められている（22

年度までに 2 割削減）。 

・収納率は職員の努力等で

大きく改善！    

17 年度：81.30％ 

（全市 83.58％ 18 位） 

18 年度：84.22％ 

（全市 84.37％ 14 位） 

19 年度：85.08％ 

（全市 84.70％ 12 位） 

 

・厳しい社会情勢や後期高齢

者(長寿)医療制度の導入

などにより、国民健康保険

料の収納率の低下が懸念

される 

・情報公開の徹底による透明

性の高い、ガラス張りの行

政運営が求められている。 

 

・個人情報の適正な保護・管

理の徹底が求められてい

る。 

 

・市民の市政に対する信頼を

確保するため、コンプライ

アンスの確立による公正・

公平な行政運営が求めら

れている。 

 
経営課題３ 

【経営感覚を磨き、市民に信

頼される行政運営の確立】 

 

・厳しい財政状況に対応する

ため、区独自の歳入確保や

経費の削減を図る。 

 

 

戦略３－１ 

【経常経費の削減】 

・事務事業を見直し、経常経費の削

減目標を達成する。 

 

（達成目標） 
・22 年度までに経常経費の 2 割削減
(20 年度比)。 
 

 

取組３－１－① 

・切り詰めた行政運営を心がけ、庁舎維

持管理費や委託費、事業費などの見

直しにより、経常経費を削減する。 

 

（業績目標） 
・２，３００万円を削減。 
 

 

庁舎維持管理費や委託費、事業費など２１年度

の経常経費を２０年度比で２，４００万円の削減 

 

 

① 

 

 

Ｂ 

 

 

 

２２年度にさらなる経常経費の削減をおこなうため、庁舎管理費や事業

費の見直しが必要である。 

 

 

ウ 
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戦略３－２ 

【区独自の収入確保】 

・区の広報紙やホームページなどを

活用した広告収入の確保。 

（達成目標） 
・ 広告収入の増額をめざす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組３－２－① 

・区の広報紙やホームページ、自動式カ

レンダー等に広告を募集する。 

 

（業績目標） 
・収入目標 250 万円（20 年度見込み：
220 万円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・広報紙、バナー広告の継続・新規契約の経常

的な営業活動をおこなった。（２１年４月～） 

・自動式カレンダー枠下広告の公募を実施し、

事業者を決定（２１年９月） 

・モニター広告募集の検討（２１年６月～） 

 

広告料収入額 ２０３万円（２１年９月末） 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

新たな広告媒体の調査・検討をすることにより、歳入増を図る必要があ

る。 

 

 

 

 

 

ウ 
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目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戦略３－３ 

【国民健康保険料の未収額の圧縮】 

・督励強化、滞納処分の実施、口座

振替の加入促進による納期内納付

者の確保。 

 

・特別対策期間を設定し、集中した徴

収と資格適正化に徹底して取り組

む。 

 

（達成目標） 
・後期高齢者(長寿)医療制度の導入
により、収納率の低下が懸念される
が、19 年度の目標を上回る実績をめ
ざす。 

取組３－３－① 

・未納被保険者に対する窓口や電話に

よる督励とともに、夜間、休日を利用

した集中的な取り組みを実施する。 

 

 

（業績目標） 

・保険料収納率：19 年度実績（85.08％）

の確保。 
・新規加入者をはじめ、口座振替者の
加入率を 52％にする（20 年 2 月現在
50.24％）。 
 
 

 

・分割納付している未納者に対し、毎月の窓口

納付や、窓口に来ない未納者には文書及び電

話での督促を実施。 

・日曜開庁日及び金曜日には、電話等による集

中的な督促の実施。 

・滞納処分のための財産調査や、不現住調査の

実施 

（２１年４月～） 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・未納者に対する滞納処分の早期実施 

・分割納付者の納付計画にもとづく定期的な納付の実現。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・情報公開の徹底と個人情

報の厳格な取り扱いなどに

より、信頼される区役所を

めざす。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

戦略３－４ 

【情報公開とコンプライアンスの徹底】 

・職員に情報公開制度に対する理解

を浸透させ、積極的に情報開示し

ていく。 

・個人情報の持ち出しによる漏洩事

故をなくすなど、厳格な管理と取り

扱いを徹底する。 

・コンプライアンス意識の徹底を図り、

職場点検を行い、公金等の適正な

管理に努める。 
 
（達成目標） 

・迅速に情報開示していく姿勢を根づ

かせるとともに、保有している個人

情報の必要性のチェック及び厳正

な管理の徹底。 

 
・コンプライアンスを推進する組織風
土の確立。 

 

取組３－４－① 

・情報公開やコンプライアンスについて

の研修を実施する。 

・各種団体会計の管理チェック体制の強

化を図る。 

 

（業績目標） 

・全職員を対象に情報公開とコンプライ

アンス研修を各 1 回実施（12 月、２

月）。 
・内部統制員による会計定期審査の実
施（9 月、3 月）。 
 
 
 
 
 

取組３－４－② 

・業務上、区が保有する個人情報につ

いては厳格な管理を徹底と随時チェッ

クを行い、不要となった際は速やかに

廃棄する。  

 

（業績目標） 
・内部監察の実施（10 月）。 
 
 

 

・全職員を対象に情報公開とコンプライアンスの

研修を実施。（２１年９月） 

・団体会計の内部監察を実施（２１年４月～） 

・内部統制連絡会議の開催（５回） 

・内部統制員による会計定期審査の準備（２１年

１０月予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の厳格な管理と不要な情報の廃棄に

ついて、庶務担当係長会において随時周知をお

こない徹底を図った。 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員のコンプライアンス意識のさらなる強化と、市民から信頼される職場

風土確立への取組み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員に対する継続的かつ定期的な周知徹底を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 
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平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

取組３－５－① 

【エネルギー削減に向けた取り組みの

推進】 

・エネルギー削減のため昼休みの不要

な照明の消灯等、エコオフィスに取り組

む。 

・両面コピーの励行とコピー済み用紙の

裏面利用とともに、ペーパレス化を推

進し、用紙使用量を削減する。 

 

（業績目標） 

・エネルギーの使用量について、19 年

度を基準年度として 10％削減。 

・夏期の冷房温度 28 度、冬期の暖房温

度 20 度の徹底。不要な照明の消灯の

徹底。 

・用紙使用量を 19 年度を基準年度とし
て、１％の削減。 
 
 

・地球規模での環境保全の

取り組みが求められてい

る。 

 

・20 年度の取り組み状況（19

年度比） 

➢エネルギー使用量 

（電気・都市ガス・重油・

ガソリン） 

   17.2％削減（第 3 四半期

まで） 
※冷暖房設定温度の徹底
等、全庁的なエコの取り組み
などの成果 
 

➢コピー用紙使用量 

2.4％削減（第 3 四半

期まで） 

※両面コピー、コピ

ー済用紙の裏面

利用の徹底など

の結果 

 
・まちづくり会議の提唱によ
り、女性会と商店会連盟等の
連携による環境保全の取り
組みが進められている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

環境保全に区役所が率先し

て取り組むとともに、区民と

の協働で環境にやさしいま

ちづくりを進める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略３－５ 

【環境にやさしい庁舎とまちづくりの

推進】 

・引き続き｢区環境保全計画及び行

動｣を策定し取り組みを推進する。 

 

・エコオフィスの推進など、区役所が

率先し取り組み、区民に環境保全

の大切さをアピールする。 

 

・区民、地域団体、企業との協働によ

る環境保全運動に取り組み、環境

にやさしいまちづくりを推進する。 

 

・区役所等の公共施設の壁面緑化

（緑のカーテン）に、区民と協働で

取り組み、ヒートアイランド対策を

進める。 

（達成目標） 

・エネルギーの使用量を 19 年度を基

準年度として 10％削減。 

取組３－５－② 

・区民との協働により区庁舎の壁面緑

化に取り組む。 

 

（業績目標） 
・区庁舎壁面２か所。 

 

 

・夏季のエコ行動の取組みとして冷房温度２８度

の徹底と、昼休み時の消灯の周知をおこなっ

た。 

・両面コピー、ミスコピー用紙の活用やメール等

によるペーパレス化を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・区役所庁舎の壁面や中庭等で、アサガオ、ゴ

ーヤ、サツマイモを植え緑化の取組みをおこな

った。４か所 （２１年４月～） 

・区民まつりでゴーヤ等の成長記録を展示し、壁

面緑化に対する啓発を行った。（２１年９月） 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

・区役所のエコオフィスや省エネ行動については、来庁者の理解ととも

に、来庁者への配慮も必要である。 

・選挙事務等の不定期の事務が発生した場合は、用紙の使用量が増加

するので、取組みの推進に大きな影響がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

壁面緑化によるエコの取組みを、区民に周知していく方法を検討する必

要がある。 

 

 

 

 

 

ウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 
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・用紙使用量について、オフィス系庁

舎環境 ISO にかかる 20 年度～23

年度環境目標基準にもとづき、19

年度を基準年度として毎年度１％

削減。  

 

・まちづくり会議による環境学習やイ

ベントの実施により、区民の環境

問題への関心を高める。 

 

・商店街における環境の取り組みの
推進（リサイクル資源ごみの回収ボッ
クスの設置やマイバック運動と連携し
たポイントカード制の導入）。 

取組３－５－③ 

【まちづくり会議を中心に、市民協働に

よる環境にやさしいまちづくりの推進】

・マイバック持参運動の推進によるレジ

袋削減に取り組む。 

・女性会等との協働のよる、夏期におけ

る打ち水行動の実施。 

・女性会の協力により商店街におけるリ

サイクル資源ゴミの回収に取り組む。 

 

（業績目標） 

・マイバック持参運動、打ち水行動の定

着（区内 8 地域で実施）。 

・区内全商店街における環境の取り組
みの推進（リサイクル資源ごみの回収
の本格実施、マイバック運動と連携した
ポイント制の導入の検討）。 
 

・盆踊りや区民まつりなどが行われる区内８ヶ所

において、打ち水行動を実施し、５００名の参加

をえた。（２１年８～９月） 

・クールミスト発生器を区役所及び区民まつり会

場に設置し、エコ行動の啓発をおこない、１０００

人が訪れた。（２１年８～９月） 

・スーパーや商店街と連携し、エコバッグでのマ

イバッグ持参キャンペーンの実施を検討（２２年

２月予定） 

・環境と健康フェア（仮称）でのイベント内容の検

討。２２年３月開催予定（２１年９月～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境にやさしいまちづくりを推進していくためには、区民全体への意識改

革と、区民運動としての拡がりが必要である。 
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①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
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取組４－１－① 

【地域の防災拠点の構築にむけた支

援】 

・地域が自主的に訓練や防災イベントを

実施できるよう支援する。 

 

 

（業績目標） 

・住民主体の避難所開設訓練を実施（2

連合）。 

・救助資材等を補強するとともに、防災
拠点を見直す（桜島地区に新設）。 
 
 
 

 

経営課題４の背景となる現状 

 

○少子高齢化の進展による

単身世帯・高齢者世帯の

増加など、コミュニティを取

り巻く状況は大きく変化し

ている。 

○地域においては防災力の

向上や子育て支援、高齢

者・障害者の支援、子ども

の安全対策、駅前の駐輪

問題など課題は多岐にわ

たり、その態様も地域によ

り異なっている。 

○区の企画立案による独自

事業に対する予算を活用

して、地域の特性を活かし

ニーズに応じたまちづくり

を協働で進めていくことが

重要である。 

・周囲を海や川に囲まれた低

い地形にあり、東南海・南

海地震や上町断層系の地

震による甚大な被害が予

測されるなか、自主防災力

の向上が急務である。 

 

・大規模災害の発生を想定し

た住民参加型の防災訓練

や地域単位の避難訓練の

実施が必要である。 

➢地域自主防災訓練を酉

島で実施 

➢住民参加型イベントを 6

地域で実施 

西九条・四貫島・梅香・伝法・

恩貴島・島屋 

 

経営課題４ 

【区民との協働により、地域

課題の解決に向けた取り

組みや地域ニーズや特性

に応じたまちづくりを推進】 

 

 

～こんなまちづくりをめざしま

す～ 

 

① 地 域 防 災 力 を 向 上 さ

せ、災害に強いまちづく

り。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略４－１ 

【災害に強いまちづくりの推進】 

①地域防災活動を担う人材の育成 

・地域防災リーダー研修の充実や

住民向け図上訓練、防災出前講

座の実施などによる人材の育成

に取り組む。 

 

②区の防災訓練や地域での訓練・研

修の充実 

・災害時に地域で自主的に活動を

するためには、地域ごとに想定さ

れる災害の特性を踏まえた訓練

や研修が必要であり、図上訓練

やロールプレイング方式による

訓練の実施などにより、自主防

災力の向上を図る。 

 

 

 

（達成目標） 

・地域が主体となった防災訓練や研

修により、地域防災力を向上さ

せ、自主的な防災活動が行えるよ

うにする。 

取組４－１－② 

【地域防災リーダー研修の充実】 

・技術研修の内容を実践型に見直す。 

・図上訓練は、全地域の防災リーダーを

対象に実施したうえで、住民への拡

大を図る。 

 

（業績目標） 

・技術訓練は、実災害を想定した実践型

で実施（全 10 連合を６回程度で開

催）。 

・全地域防災リーダーを対象として図上
訓練を実施。 
 
 

 

・４月１９日西九条第１１町会において、図上訓

練による防災講習を実施。 

・高見連合（５月６日）、島屋連合（５月３１日）の

地域イベントにおいて、「地域防災リーダー、

消防、区役所」が協働して、消火器による消

火訓練を実施。 

・6/18, 6/27, 7/12, 8/10 の 4 回のワークショップ

を開催。酉島連合において、８月２６日第１回

目の避難所開設訓練を実施。 

・救助資材、備蓄物資等の保管場所等につい

て、桜島連合と協議。 

 

 

・１０連合の防災リーダーを中心に、５月３１日～

７月５日の各日曜日（計６回）に図上訓練及び可

搬式ポンプによる消火技術訓練を実施。 
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・地域における防災への感心は高まっていると思われるが、地域のイベ

ント開催時に防災訓練が実施されるため、緊迫感が希薄である。今後

は、さらに地域が主体となる防災単独の訓練が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災リーダーによる技術訓練等は定着し防災への取組みは向上しつ

つあるが、リーダー以外の住民参加を得るに至っていない。リーダー研 

 

修について、広く周知する必要がある。 
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平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
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③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

取組４－１－③ 

【住民向け図上訓練の実施や啓発活

動】 

・図上訓練を各連合単位で実施する。 

・出前講座を開催し、図上訓練開催に向

けた啓発を行う。 

 

（業績目標） 

・地域防災リーダーによる住民を対象に

した図上訓練を実施（3～4 連合）。 
・防災出前講座を開催（３か所程度）。 
 
 
 
 

 

・地域防災リーダー（240 名）

は高齢化しており、行政へ

の依存度が高い。 

➢60 名を対象に図上訓練

を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①23 年度までに全 10 連合で避

難所開設訓練を実施。 

②地域自主防災組織が中心と

なった防災訓練や啓発活動

を毎年度実施。 

③地域防災リーダー、赤十字

奉仕団、女性会等を対象に

した訓練や研修を毎年度実

施。 

④防災関係機関、ライフライ

ン、連合等地域を含めたロー

ルプレイング方式による防災

訓練を毎年度実施。 

 

取組４－１－④ 

【防災訓練の充実】 

・従来の展示型の防災訓練を見直し、ロ

ールプレイング方式による実践的な訓

練を行う。 

 

（業績目標） 
・連合単位で消防、区役所、ライフライン
によるロールプレイング方式の訓練を実
施。 
 

 

・西九条第１１町会を対象に、４月１９日避難経

路や避難誘導を考える図上訓練の出前講座を

実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ロールプレイング方式による防災訓練の実施

について、酉島連合と協議。 

 

 

 

 

 

 

 

② 
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地域防災力の向上について、訓練実施等の必要性の認識が地域（連

合）において格差があると思われる。今後も継続して、地域防災力の必

要性を、地域役員を通じて啓発活動が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練実施について役員中心になりがちであり、多くの住民が参加するこ

とについて、さらに検討する必要がある。 
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目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
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取組４－２－① 

□重【区安全なまちづくり推進協議会を中

心に、関係機関・団体等と連携した取り

組みの推進】 

・広報、啓発活動の充実強化や地域

安全パトロールの強化。 

 

（業績目標） 

・街頭犯罪発生件数 632 件（19 年度末）

を 500 件（19 年度比 20％削減）に削減。

・年度早期に区安全なまちづくり推進協

議会を開催し、情報交換とパトロール

強化、啓発活動等について協議し、

強化地域の設定、広報啓発を実施。 

・区内「子ども見守り隊」の実情調査。 
・既存及び新設予定の「子ども見守り
隊」への必要な物品の提供。 
 
 
 
 
 

・大阪市の街頭犯罪件数は

44,205 件で全国ワーストワ

ンであるが、此花区は 632

件で 24 区で最少（19 年度

末）。 

 

・各地で子どもが事件や事故

に巻き込まれるケースが

頻発しているなか、老人会

等を中心とした「子ども見

守り隊」（8 小学校下で 17

団体）が活動しているが、

行政機関や他の団体を含

む協働の取り組みには至

っていない。 

➢此花区青少年育成会議

による夜間巡視：年 4 回

実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②子どもの見守りや防犯

の取り組みを強め、安

全で安心して暮らせる

まちづくり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略４－２ 

【安全なまちづくりの推進】 

・区安全なまちづくり推進協議会を中

心に取り組みを推進する。 

 

・各校下で組織されている「子ども見

守り隊」について、学校・PTA・地

域・行政の連携を強化し、より効果

的な活動をめざす。 

 

 

（達成目標） 

・街頭犯罪発生件数「24 区中最少」を

維持し、安全に暮らせるまちづくり

を実現。 

  21 年度末：500 件（19 年度比 20％

削減） 

 22 年度末：430 件（21 年度比

15％削減） 

23 年度末：390 件（22 年度比

10％削減） 

 
・区内「子ども見守り隊」の連携によ
り、実効性のある取り組みの推進。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組４－２－② 

□重・区安全なまちづくり推進協議会での

検討に基づいた、区役所地域安全担当

による重点パトロールを実施する。 

 

（業績目標） 

・日常的な安全パトロールや公園・遊具

等の点検に加え、重点見回り地域のパ

トロールを強化。 

 

・区民啓発パトルール隊を区民から公募し、8 月

にパトロール隊発足式を行い、自転車、自動車

で日常的な啓発パトロールを実施。 

 

・駐輪場、駐車場への啓発ポスターの掲示。 

 

・子ども見守り隊支援のためのヒアリング調査を

実施。 

 

・子ども安全マップの作成（７月１６～１７日伝法

小学校）や、区民まつりでの啓発活動、恩貴島

地域での落書き防止活動などを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日常的に安全パトロールを実施。 

公園・遊具等の点検に加え、重点見回り地域の

パトロールを強化。 

・下校時の子ども見守り活動との連携を強化。 
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区民啓発パトロール隊などを区民と協働して進め、多くの参加を得ること

ができ、区民の防犯に対する感心は高まってきているものの、啓発の取

り組みが必ずしも犯罪発生件数抑止に結びついていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども安全マップで、子どもから見た危険な場所などもパトロール地域に

加えるなど、さらに効果のある取組みを目指す必要がある。 
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・迷惑駐輪が増加しており、

特に西九条・千鳥橋・安治

川口の駅周辺が顕著 

（約 1,500 台）。 

・駐輪対策を継続していくた

めには、行政のみならず、

住民参加による協働の取

り組みが必要である（2 駅

で自転車利用適正化協議

会を設置・1 駅で設置予

定）。 

・駅前の駐輪状況 

（20 年 11 月平日調査・台

数）放置数 駐輪利用 駐

輪施設 

 

西九条駅 

986 1076 1425  

千鳥橋駅 

241  59  478  
安治川口駅 

 291 878  578 
 
 
 
 
 

 

③放置自転車対策に取り

組み、快適で、利用しや

すい駅前に。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略４－３ 

【放置自転車対策の推進】 

・駅周辺での休日における自転車整

理、指導、啓発により、適正な自転

車利用を呼びかけるなど、放置自

転車対策を推進。 

 

・自転車利用適正化協議会の検討に

基づいた市民との協働による取 

り組みを推進。 

（達成目標） 

・区内３駅（西九条、千鳥橋、安治川

口）で設置した協議会の活動によ

り、自転車利用の適正化を推進。 

  23 年度目標  活動参加人員 

400 人にする 

放置自転車台数 950 台に減らす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組４－３－① 

□重・西九条、千鳥橋駅において休日ごと

の自転車整理、指導、啓発を実施する。

 

（業績目標） 

・4 月以降毎休日に実施。 

・放置自転車台数（２駅） 1,227 台を 980

台に減らす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西九条駅・千鳥橋駅において、休日の昼時間

帯において、整理作業員による啓発・指導・整理

作業を４０回実施。 
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自転車利用者の意識改革が進んでいないため、行政が主体となった

啓発・指導・整理作業が必要な現状がある。 
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取組４－３－② 

□重・3 駅の協議会の定期的な開催と検

討に基づく取り組みを実施する。 

 

（業績目標） 

・協議会を中心とした自転車整理、指

導、啓発活動の実施 年 20 回。 

・協議会の検討に基づいた関係機関・

地域などと協働によるキャンペーン等の

実施。 

・駐輪場の増設、有料化、放置禁止区

域の指定などの検討及び関係先への要

望。 

・活動参加人員 60 人、放置自転車台

数（３駅） 1,518 台を 1,210 台に減らす。

 

３駅の協議会を定期的に開催した。 

・４／ ５ 安治川口駅部会を開催。 

・７／１６ 西九条駅部会を開催。 

・９／２５ 千鳥橋駅部会を設置・開催。 

 

・安治川口駅前にて、毎月第3月曜日の計６回、

安治川口駅部会と協働で啓発活動を実施。 

・西九条駅前にて、西九条駅部会と協働で、4/8, 

4/23, 7/30, 8/27, 8/28 の計 5 回啓発活動を実

施。 
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各駅協議会のメンバーにおいて、放置自転車問題に対する意識が高

まりつつあるも、区全体への拡がりとはなっていない。 
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 ※１ 「具体的取組の進捗状況」 →  ①：達成又は年度内に達成見込み     ②：達成できない可能性がある    ③：達成の見込みなし 

 
※２   「戦略の進捗状況」  →  Ａ：当初の想定以上の成果が見込める   Ｂ：当初想定したとおりの成果が見込める   Ｃ：当初想定した成果が見込めない可能性がある   Ｄ：当初想定した成果は見込めない 

 

※３   「課題への対応」  →  ア：21年度区取組み方針の改定   イ：21年度区取組み方針は改定せず、実施方法等を改善   ウ：22年度区取組み方針に反映     

 
平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

・子育て活動を担うボランティ

アが高齢化するとともに、

人材が不足。 

 

・各保育所と子育て関係機関

のネットワークによる「この

はネット」主催によるイベン

トに 110 組の親子が参加。 

 

・子育てサロンが順次開設さ

れてきた。 

高 見 、 恩 貴 島 、 西 九

条、酉島、春日出（それ

ぞれ月 1 回 10～20 組

が参加） 

 

・区役所にキッズルームが完

成し、11 月から暫定的に

利用開始。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④地域の子育て力を向上

させ、安心して子どもを

育てられる環境づくり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

戦略４－４ 

【地域の子育て力の向上】 

・区民との協働による子育て支援事

業を推進し、地域の子育て力を高 

める。 

（１年目）区民協働によりネットワ

ークを強化し、「キッ

ズルーム」、「情報コ

ーナー」を子育て支

援の拠点として整備

し、事業を推進する。 

（２年目）子育て支援事業を地域

住民とボランティア主

体の活動に移行しつ

つ、推進していく。 

（３年目）ボランティアに中高生を

募集し、子育て体験

事業などを展開し、

地域の子育て力を一

層高めていく。 

 

（達成目標） 

・子育てサロンを 10 か所以上に、参

加者 1,500 組にする（23 年度）。 

 
・ 区内の子育て情報を「情報コー

ナー」に集約し、保育所や幼稚
園に通っていない乳幼児が子
育て支援事業に参加できるよう
にする 

 
 
 

取組４－４－① 

□重【子育て支援事業「子育て親子よっと

いでプラン」の推進】 

①区役所内「キッズルーム」を子育て支

援の拠点として整備 

・子育て世代の交流場所として子育て

グループへの貸し出し。 

・子育て親子のための催しを開催。 

②「情報コーナー」の設置 

・キッズルーム周辺に子育てサロン、

サークルや関連機関等の情報を

一元的に提供し、発信する場とし

て「情報コーナー」を整備する。 

③子育てボランティア養成講座の開催 

・ボランティアビューローと共催し、子

育てボランティアを養成。 

修了生は子育て支援事業の企画

運営ボランティアとして事業へ参加して

いく。 

④子育て支援イベントの開催 

・子育てフェスタ、おもちゃライブラリ

ー、親子コンサートを開催。 

 

（業績目標） 
・ 各事業を区民協働で進めるととも

に、自主運営する子育てサロンを
８か所以上に増やす。 

 
 
 
 
 
 
 

①区役所内キッズルームを「おひさまルーム」と

して開設 

・9/27 に「オープンセレモニー」を開催し、人形劇

やコーナー遊びを実施し、60 人の親子が参加。

・「おひさまルーム」を利用して「おひさま子育て

サロン」を、民生委員連盟の主催で月 1 回開始。

・乳幼児健診時の待合室として利用や、サーク

ルへの貸出しも開始。 

②「子育て情報コーナー」の設置と「子育てマッ

プ」の発行 

・「おひさまルーム」の周辺に子育て情報コーナ

ーを設置し、子育て関係機関のポスター、パンフ

レットにより、子育て情報を発信。 

・子育て関連情報を掲載した「子育てマップ」を

発行し、各関係機関や乳幼児健診時に配布。 

③3 月にボランティア交流会を予定 

・現在活動中の子育てサロン（5 ヶ所）に参加し

ているボランティア同士の交流の場を持ち、次

年度の新規サロンの開設につなげる。 

④子育てイベントの開催 

・11/10「みんなであそぼう！」を区民ホールで開

催。 

・3/11「おもちゃライブラリー」を区民ホールで開

催予定。 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「おひさまルーム」を活用すめための工夫が必要。 

・区ホームページや広報紙への掲載 

・乳幼児健診での働きかけ 

・子育てサークルへの働きかけ 

・「おひさまルーム」でのイベントの実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・子育てボランティアの発掘、養成、研修の実施。 

・実際に活動している人たちの話を聞き、次年度の養成講座へつなげる

必要がある。 

 

 

子育て親子支援の取り組みを実施 

「子育て講座」を 2・3 月に 3 回連続で実施。 
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平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

 

・生活習慣病やメタボリックシ

ンドロームに関心が高まる

なか、健康づくりが課題で

あるが、20 年 4 月から始ま

った特定健診の受診率は

10.4％と低調。 

 

・此花区民の平均寿命は、大

阪 市 の 平 均

を 下 回 り 全 国 の 市 区 町

大阪市 24 区：男 19 位、女

22 位。 

全国 1965 市区町村
※ 
  

男 1891 位、

女 1948 位。 
※政令指定都市の行政区を
含む。 

・かつての公害のまちのイメ

ージとともに、緑地などま

ちに潤いが少ないことか

ら、わがまちに誇りや愛着

がもてるよう地域の活性化

 

⑤健康づくりに取り組み、

元気でいきいきと暮らせる

まちづくり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略４－５ 

【区民との協働による健康でいきいき

と暮らせるまちづくり】 

・区民が健康でいきいきと暮らせるよ

う、保健・医療関係団体、サークル

など幅広い区民と協働し、多様な

健康づくり事業に取り組み、健康

の増進を図るとともに、意識の向

上をめざす。 

 

（達成目標） 

・5 年後に、大阪市の平均寿命を上回

るようにする。 

 
・特定健診の受診率を 23 年度に
50％以上にする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

取組４－５－① 

□重【健康促進事業「このはな いきいき

長生きプラン」】 

・区民との協働による健康づくりを進

める。 

「健康・予防医療」をテーマに、施

策や事業の PR、健康ハンドブック

の作成、ウォーキングや正しい歩

き方教室、料理教室、健康講座・

フェスティバルなど、区民との協働

による健康づくり事業を実施。 

 

（業績目標） 

・広報紙による施策や各種事業の PR、

全世帯へのチラシの配付、健康ハンドブ

ックの作成。 

・健康講座を 2 回開催・700 名の参加。
・健康フェスティバルの開催・2,000 名以
上の参加。 
 
 
 

 

 

・区民協働による事業推進のため、健康ハンド

ブック及びウオーキングマップづくりの参加者

を広報紙・ホームページで募集した。 

・第 1 回ワークショップを 7 月に立ち上げ、以降

毎月 1～2 回開催。 

・健康講座、料理教室の実施に向けて検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・国民健康保険の担当と特定健診受診の啓発に努めているものの、現

時点では特定健診受診率の向上に結びついていない。 

・今後、さらに受診啓発に努めるとともに、啓発の取組み強化について

22 年度事業に反映させたい。 
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平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

取組４－６－① 

□重【このはなアートプロジェクト事業】 

・壁画制作を拡充するとともに、民間

事業者によるアートの取り組みと

の協働を推進する。さらに、幅広い

世代の区民、芸術家、企業等に呼

びかけ、アートによるまちづくりの

一層の推進を図る。 

 

（業績目標） 
・事業への参加者数：1,200 名、アートの
制作：5 か所、企業による制作：3 か所。
ＮＰＯの立ち上げ。 

・市民との協働による壁画を３箇所（淀川堤防、

六軒家川堤防）制作予定。 

・企業からの協賛もえて、市民が参加した壁画を

市民協働スペースに制作（２１年７月） 

・商店街からの依頼によりアートワークショップメ

ンバーのアーティストが数箇所に壁画を制作。 

・ＮＰＯと企業がおこなっている、商店街でのアー

トまちづくり事業とも情報交換。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を図り、魅力を創出し、発

信していくことが必要であ

る。 
 
 
 
 
 
 

・19 年度から、「アートプロジ

ェクト」に取り組み、区民、

芸大生、アーティスト、区

職員などの参加によるア

ートをいかした潤いのある

まちづくりが進んでいる。 

 

・区内では、地元企業の協力

により、大学生や若手アー

ティストが、空き家などをキ

ャンバスにした民間主導の

アート活動も進んでいる。 

 

・ 21 年 度 は 、 「 水 都 大 阪

2009」の開催や「海の御堂

筋構想」の展開、新淀川開

削 100 周年など、海と川を

見直した事業が予定され

ている。 

 

・区内の貴重な親水空間で、

スポーツ施設の集積した

舞洲を訪れたことのない区

民が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
⑥地域ニーズに対応し区

の特性をいかした事業

に取り組み、魅力ある

まちづくり。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略４－６ 

【区民と協働による魅力あるまちづく

り】 

・地域の活力を取り戻し、潤いのある

住みよいまちづくりを進めるため、

ニーズに応じた区の創意工夫によ

る特色のある独自事業を実施す

る。 

・「アートプロジェクト事業」「川と海を

つなぐ舟運にぎわいまちづくり事

業」、「区民学芸員養成事業」、

「“エコアクションプロジェクト”事

業」、「まちづくり能力開発セミナー

事業」などを幅広い区民の参画や

地域団体との協働で実施する。 
 
 

（達成目標） 

・アートをいかした憩いと交流の場づ

くりによる潤いとぬくもりのあるまち

を実現（アートスポット 15 か所）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・舞洲や淀川、安治川など川と海をつ

取組４－６－② 

□重【川と海をつなぐ舟運にぎわいまちづ

くり事業「エンジョイ!!舞洲 2009」】 

・舞洲スポーツアイランドとの共催に

より、綱引き大会、サイクルラリ

ー、ウォーキング大会を実施する

ほか、健康・スポーツ・みどり・アー

トをテーマとしたイベントや交流レ

クリエーション事業を開催し、地域

の活性化を図る（ベイエリアを結ぶ

福島区・此花区・西区・港区・大正

区・住之江区と港湾局による官民

連携の共同事業として実施）。 

 

（業績目標） 
・区民の参加数：3500 名。 

 

・舞洲スポーツアイランドとの共催により１０月３

日に開催する「エンジョイ！！舞洲２００９」企画

の準備。 

・「このはなギネスに挑戦」という新しい企画を中

心とし、健康や緑化関係等の団体に加え、スポ

ーツ関係団体や福祉施設団体など多くの団体

の協力を得て、子供から高齢者まで楽しめる企

画を検討。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ等にこだわらず、アートワークショップが市民主導で自立できるよう

な組織化を進めていけるよう、行政が側面から支援する体制づくりを検

討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞洲は利用度と認知度の低い地域であり、舞洲の活性化は重要な課題

となっている。ただ、足の便が悪く、イベントに際し、此花区内からのピス

トンバスに加え、南港からのピストンバスにより参加者の利便性を確保し

ているものの、準備も含めて参加団体の負担も大きく、集客が難しい。ま

た川と海をつなぐ舟運事業という観点からみると、このイベントがそれに

ふさわしいものかどうかは賛否両論がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 
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目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

取組４－６－③ 

□重【このはな区民学芸員養成事業】 

・区の歴史や観光資源、まちの魅力

を発信する人材を養成し、地域の

振興、まちの賑わいを創出してい

く。 

 

（業績目標） 

・活動への参加者 20 名以上をめざす。
・区民学芸員による観光ルートの作成、
まち歩き事業の実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地球温暖化が問題となって

いるなか、地域からの行動

として 20 年度よりまちづく

り会議を主体に、打ち水、

エコバックの普及、環境イ

ベントの実施など「エコアク

ションプロジェクト」に取り

組み、環境問題への関心

が高まりつつある。 

 

・大阪市ではヒートアイランド

対策として、海風を都心に

呼び込む「風の道」モデル

事業を予定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

なぐまちの魅力を創出し、発信して

いく。 

・区内の史跡や観光資源など、まち

の魅力を再発見し、発信していく 

（22 年度を目途に、区民学芸員を

20 名養成）。 

 

 

 

 

 
・3Ｒ運動などの生活実践を促進し、
環境先進区としての地歩を固める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組４－６－④ 

□重【「此花区“エコアクションプロジェクト”

事業」 

・まちづくり会議を中心に、区民及び

地域団体、区内商店街と協働し

て、環境に配慮した生活実践を推

進する区民運動に取り組む。 

・マイバック持参運動、商店街の共通

ポイント制の導入に向けた検討、

打ち水行動などの呼びかけ。 

 

（業績目標） 

・マイバック持参運動、打ち水行動の定

着（区内 8 地域で実施）。 

・区内全商店街における環境の取り組
みの推進（リサイクル資源ごみの回収
の本格実施、マイバック運動と連携した
ポイント制の導入の検討）。 
 

 

・約２０名の区民学芸員の参加のもと、ワークシ

ョップ及びまちあるき実践講座を４回と大阪市指

定文化財の見学を実施。（２１年６月～） 

・区民学芸員がまちあるきガイドとして使用する

ガイドマップのルートの決定。３ルート（２１年９

月） 

・大阪歴史博物館学芸員の講演２回、ワークショ

ップを５回程度開催予定 

まちあるきガイドの実践（２２年１月、３月予定） 

 

 

・まちづくり会議で、エコアクション事業の事業計

画を決定。（２１年６月） 

・打ち水大作戦を区内８ヶ所で実施（２１年８月～

９月） 

・商店街やスーパーと連携したエコバッグによる

マイバッグ持参運動のキャンペーンの実施検討

（２２年２月予定） 
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個々の区民学芸員には、ガイドをするための知識やスキルのばらつきが

あることから、ガイドとしての能力の平準化を図ることや、他のまちあるき

ガイドとの交流によるスキルアップをめざす必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・区民運動としての拡がりを推進していくために、区民全体にエコアクショ

ンを発信し、理解してもらう仕組みの検討が必要である。 
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③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

取組４－６－⑤ 

・まちづくりワークショップ「このはなカエ

ルクラブ」を発展させ、まちづくり能力

開発セミナーによる事業の質を向上

させる。 

（業績目標） 

・まちづくり能力開発セミナー参加メンバ
ーを主体に、おもちゃの物々交換である
「かえっこフェスティバルを実施」（500 名
の参加をめざす）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営課題５の背景となる現状 

・ 地域課題の解決に向け

て区民の自主的な活動

やコミュニティづくりが

進められており、地域

活動を支援し、協働の

取り組みを推進するとと

もに、地域課題に主体

的に取り組むための基

盤づくりが必要となって

いる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

経営課題５ 

【地域活動の拠点づくりと自

主的なまちづくりの支援】 

・地域課題の解決に向けた

区民の主体的な取り組みを

支援するとともに、区民が

幅広く参画できる仕組みの

確立。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略５－１ 

【地域活動の拠点づくり】 

・地域活動を行う団体やグループなど

の交流会や学習会、意見交換によ

り、区民協働による取り組みを拡充

する。 

 

（達成目標） 

・まちづくりを推進する関係機関の連

携、交流を進め、協働による取り組

みを拡充発展させる。 

 

・区役所の「区民協働スペース」の整
備による協働の取り組みを推進。 
 
 
 
 

取組５―１－① 

【地域活動の協働の場づくりを推進】 

・まちづくり会議と地域福祉アクションプ

ラン推進委員会の意見交換を行いな

がら、可能な事業で協働の取り組み

を拡大していく。 

・まちづくりに関わる団体やグループ、Ｎ

ＰＯ、区民の連携を強化し、交流会や

学習会の開催や協働での取り組みを

進める。 

（業績目標） 
・まちづくりの学習会や交流会の開催。
（学習会１回、交流会 1 回） 
 
 

 

・まちづくり能力開発セミナーの参加メンバーを

含めた「このはなカエルクラブ」の組織化を検

討。 

・１０月３日の「エンジョイ！！舞洲２００９」及び

キッズカーニバルでのかえっこバザールの開

催。 

・イベント開催に向けてのワークショップの開催 

 

 

 

 

 

舞洲において、女性会、緑化リーダー連絡協議

会、体育指導員などの団体や企業が連携し、イ

ベントを開催（２１年１０月予定） 
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「このはなカエルクラブ」が市民主導で自立できるように組織化を進め、

行政が側面から支援する体制づくりをしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくりに関する学習会などを、まちづくり会議が主体となって呼びか

け、地域活動の協働の場づくりをおこなつていく必要がある。 
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取組５―１－② 

【区民協働スペースの整備】 

・キッズルームとともに、税務担当の移

転に伴う空きスペースを利用して設置

した区民協働スペースを整備し、区民

の協働の場として積極的な活用を促

進する。 

 

（業績目標） 

・市民が中心となったスペースづくり（愛

称の募集、美装化・充実化など）。 
・市民協働スペースの利用回数を当面、

週３回以上をめざす。 
 
 

・区役所をはじめ関係機関、

団体等によるさまざまな取

り組みが進みつつあるが、

連携が十分でなく、同じよ

うな事業がバラバラに実施

されているケースが見られ

る。 

・まちづくり会議では、「エコア

クション事業」や「マナーア

ップキャンペーン」の取り組

みを推進しているが、自主

的な活動に至っておらず、

区民の自律的な活動として

発展させる必要がある。 

 

・まちづくり会議の発意による

地域一斉清掃は、地域活

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～「未来わがまちビジョン」

の実行のため、まちづく

り会議を支援し、地域

活動の協働の場づくり

の推進～ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戦略５－２ 

【まちづくり会議による取り組みの支

援】 

・地域課題の解決に向けた自主的な

取り組みの促進を図るため、まちづ

くり会議の運営や活動を支援する。 

 

（達成目標） 

 

取組５―２－① 

【まちづくり会議の運営支援】 

・まちづくり会議の自主的な運営や活動

を促進する。 

 

（業績目標） 

・事業ごとの部会運営やワーキンググ

ループの編成などにより、まちづくり

会議の自主的・自律的な運営の確

立。 
 

 

・区民協働スペースの壁画は、企業の協賛を得

ながら、デザイン募集、選定から制作にいたるま

で市民協働ですすめ、７月に完成した。 

・市民協働スペースの名称を公募し、「このはサ

ロン」に決定。 

・９月にオープン記念イベントの開催。 

・緑化活動やアートプロジェクトなどのパネルを

常時展示。 

・１０月から正式に供用を開始予定。 

 

 

 

 

・まちづくり会議の規約を、全体会議、常任委員

会にくわえ、部会、ワーキンググループの設置で

きるよう改正した。（２１年６月） 

・打ち水大作戦のワーキンググループを設置し、

区内８ヶ所で実施。 
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備品の整備が十分でない。利用率を上げる工夫の検討が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順次、部会やワーキンググループを設置し、各事業の実働部隊の確立

により、自主的な運営や活動を高めていくことが必要。 
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動として定着するとともに、

コミュニティづくりの役割も

果たしている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・誰もが地域で安心して暮ら

せるまちづくりをめざした

地域福祉アクションプラン

の取り組みが３グループに

より展開されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～「地域福祉アクションプ

ラン」の実現に向けた取

り組みを支援し、心ふ

れあう福祉のまちづくり

の推進～ 

 
 
 
 
 
 
 
 

・ まちづくり会議の自主的・主体

的な活動を支援し、区民協働の

取り組みを推進。 

 

 

 

戦略５－３ 

【地域福祉アクションプランの実現に

向けた取り組みの推進】 

福祉アクションプランの 10 の提案事

業の推進をもとに、ふれあいとぬくも

りのある福祉のまちづくりを推進す

る。 

・住民主体の地域性をいかしたまち 

づくりとして、より福祉に重点をおいた

活動となるよう支援する。 

（達成目標） 

・全 10 地域で住民懇談会を開催し、

課題の抽出により、地域ごとの取り

組みを強化する。 
・地域福祉アクションプランの推進に
よる、ふれあいとぬくもりのある福祉
のまちの実現をめざす。 
 
 
 

 

取組５―２－② 

・｢エコアクション事業｣の取り組みを支

援し、参加する区民、地域団体等を拡

充する。 

 

・クリーンアップ大作戦（地域一斉清掃）

の取り組みを支援し、参加者を拡充

するとともに、幅広い地域団体、企

業、学校などに拡充する。 

 

（業績目標） 

・「エコアクション事業」をまちづくり会議

を主体として、多くの地域団体や区民

が参画する区民運動として盛りあげ

ていく。 

 
・地域清掃への企業、学校などの参加
促進（区内の3 中学校、高等学校2 校へ
呼びかけ）。 
 

取り組み５－３－① 

・地域別の住民懇談会を開催し、地域

の福祉課題の把握と解決策を話し合

う。 

 

（業績目標） 
・住民懇談会を３地域で開催。 
 

 

・まちづくり会議の主催で、毎月１回の一斉清掃

を１０００人規模で実施し、一部民間企業も区民

と協働して参画している。 

・各地域では、まちづくり会議主催以外で独自に

清掃活動を実施している。 

・現在、不定期ではあるが、１高校、２中学校、３

小学校の生徒・児童が地域の人たちと一緒に清

掃活動をしている。 

・たばこポイ捨て一掃・路上喫煙防止キャンペー

ンを一斉清掃にあわせて実施予定。（２１年１２

月予定） 

 

 

 

 

 

 

 

・住民懇談会を、西九条、四貫島、の２地域で開

催。 

・伝法では事前打ち合わせを２回実施。西九条

では住民懇談会後、課題を解決するため「西九

条『ふれあい会』実行委員会」を立ち上げ。 
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今後、企業や学校などに取り組みを拡充していくためには、具体的なエ

コアクション事業の情報提供や働きかけを個別にしていき、区役所が地

域と企業め学校などとのコーディネートの役割を果たすことが必要とな

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 引き続き、伝法地域での住民懇談会開催に向け取組みをしていく。な

お、各地域で実施後は、把握した地域福祉課題を解決するため、現在あ

る社会資源の活用や地域住民の力を引き出すための工夫が必要。 
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平成２１年度区取組み方針中間振り返り 進捗状況シート （ 此花区 ）                                中間振り返り 様式２  

目標像 

区民との協働で 誰もが安心して いきいきと暮らせる 潤いとぬくもりのある まちの実現 

使命 
①「市民に最も身近な総合的行政機関」として、市民満足度の高いサービスの提供 
②市政における市民とのパイプ役として、情報を積極的に提供し、広く市民の声を聴く情報の受発信 
③地域課題の解決や地域ニーズに即し、市民との協働によるまちづくりの推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

取組５―３－② 

・芸術、文化活動を通じてすべての人が

ふれあうまちづくり。 

・高齢者の閉じこもりを防ぎ、豊かなコミ

ュニケーションあふれる、あたたかい

まちづくり。 

・プルトップ回収運動を通じて、心と心の

かよいあうまちづくり。 

 

（業績目標） 
・アクションプランの３グループ（あみゅ
～ず・この花咲かそうよ・このはな輪ちゃ
ん）による地域福祉活動を他の事業と連
携しながら推進する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実行委員会３グループの取組みについて 

①あみゅ～ず 

・「どこでもコンサート事業」を障害者関係施設で

実施。 

・「あみゅ～ずバンクでつながろう」事業で、バン

ク登録者をボランティアビューローに登録し、ビ

ューローからの依頼にも対応。 

②この花咲かそ～よ 

・「こころのかけ橋交流便事業」で小学校のいき

いき教室や老人憩の家等新たに９か所でポスト

を設置し、投函されたハガキを地域の高齢者食

事サービス利用者や高齢者施設に届けること

で、ハガキのやり取りのある施設を幼稚園児が

訪問し交流をもった。 

③このはな輪ちゃん 

・「プルトップでつながろう事業」を、四貫島住民

懇談会で活動説明するとともに地域のフェスタ、

身体障害者連合の運動会、区民まつり等に参

加。PR 活動した車いすを贈呈。（「このはな輪ち

ゃん３号」を高齢者施設に、「このはな輪ちゃん４

号」を小学校に寄贈。 

・「情報をとどけよう」事業で「このはちゃんの知

っ得情報」第４号を発行。 
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実行委員会３グループが積極的に取組みをおこなっているが、各グルー

プごとに課題がある。 

 

①あみゅ～ず 

 「どこでもコンサート事業」ではグループと団体等が個別に交流できて

いるが、地域への広がりや継続性といった視点をさらにどのように強化し

ていくかが課題。 

 

②この花咲かそ～よ 

 「こころのかけ橋交流便事業」が一定の広がりを見せ、それに伴い書き

手（子ども）が不足しているのが現状であることから今後、書き手（子ど

も）をどのように広げ、継続性のある事業としていくかが課題。 

 

③このはな輪ちゃん 

 「プルトップでつながろう事業」は継続性のある事業として地域で広がり

を見せている一方、プルトップを収集することだけが一人歩きしている傾

向にあることから、人と人とがつながることが目的の事業であることの意

義を再確認し、広めていくことが課題。 
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